
愛

法

運

動

と

京

師

大

墜

堂

一一四

は
じ
め
に

京
師
大
忠
一
堂
の
創
設

京
師
大
間
宇
堂
の
機
能

京
師
大
摩
堂
の
組
織

京
師
大
皐
堂
の
意
義

お
わ
り
に

t主

め

じ

深

津

秀

京
師
大
皐
堂
は
、
戊
戊
の
年
に
成
立
を
見
る
が
、

そ
の
設
置
の
歴
史
的
経
緯
、

本
小
論
に
お
い
て
は
、
援
法
運
動
に
お
け
る
謬
堂
の
役
割
の
事
例
の

一
つ
と
し
て
京
師
大
祭
堂
の
場
合
を
取
り
上
げ
る
。

そ
の
組
織
、

を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
後
の
護
展
に
つ
い
て
も
展
望
し
て
置
き
た
い
。

以
下
順
を
追
っ

て
述
べ

て
行
く
こ
と
と
す
る
。

京
師
大
内外
ナ堂
の
創
設

219 

①
 

京
師
大
皐
堂
に
つ
い
て
は
、
諸
先
象
の
論
文
が
あ
る
が
、

ま
だ

一
八
九
八
年
嘗
時
の
内
容
質
態
に
つ
レ
て
は
、
あ
ま
り
精
し
く
崩
れ
ら
れ
て

ま
た
設
置
の
意
園
、

そ
の
機
能
、

男

- 57ー

そ
の
意
義
等
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い
な
い
の
で
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

最
初
に
京
師
大
山
学
堂
創
設
の
経
過
に
つ
レ
て
燭
れ
、

ま
ず
、
京
師
大
皐
堂
の
創
設
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
京
師
大
祭
堂
は
、
中
園
在
来
の
園
子
監
の
制
度
や
書
院
お
よ
び
同
文
館
の
影
響
を
受
け

て
い
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
述
べ
て
行
く
。

っ
さ
に
そ
の
設
立
意
圏
、
設
立
年
代
、
設
立
場
所
な
ど
に
つ

い
て
述
べ
て
行
く
。

京
師
大
場
堂
章
程
第
六
章
、
設
官
例
第

一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
に
お
レ
て
、

後
述
も
す
る
よ
う
に
京
師
大
皐
堂
の
設
管
大
臣
が
管
園
子
監
事

務
大
臣
の
職
に
、
総
数
習
が
園
子
駐
祭
酒
、
司
業
の
職
に
、
分
教
習
が
翰
林
院
五
経
博
士
、
園
子
監
助
教
の
職
に
な
ぞ
ら
え
て
お
り
、
京
師
大

②
 

皐
堂
が
園
子
監
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
光
緒
二
十
四
年
五
月
二
十
二
日
の
上
誌
に
よ
れ
は
、
大
小
の
書
院
を
各
種
の
皐
堂
に
替
え
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
各
省
府
州
腕
の
現
に
あ
る
大
小
の
書
院
を
一
律
に
改
め
て
中
皐
西
摩
を
粂
習
す
る
同
学
校
と
し
、

皐
校
の
等
級
に
つ
い
て
は
省
曾
の
大
書

院
は
高
等
部
と
し
、
郡
城
の
書
院
は
中
等
皐
と
し
、
州
鯨
の
書
院
は
小
山学
と
な
し
、
皆
京
師
大
準
堂
章
程
を
分
け
て、

@
 

管
さ
せ
る

0

・
:
:
」

そ
れ
に
照
し
て
運
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と
あ
り
、

書
院
を
皐
堂
に
改
め
、
各
県
堂
に
京
師
大
接
堂
章
程
を
輿
え
、
京
師
大
同
学
堂
に
な
ら
っ
て
各
穆
堂
の
運
営
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
い
で
、
京
師
大
皐
堂
章
程
第
三
章
第
五
節
に
見
ら
れ
る

菅
火
銀
の
慮
遇
に
つ
い
て
は

後
述
も
す
る
よ
う
に

同
文
館
の
例
に
な
ら
っ
て

い

@

@
 

る
。
ま
た
同
章
程
第
五
章
の
勝
用
数
習
例
も
同
文
館
の
場
合
を
参
考
に
し
て
い
る
。

⑤
 

さ
ら
に
、
同
文
館
の
館
長
W
・
A
・
p
・
マ
l
テ
ィ

ン
が
京
師
大
翠
堂
の
総
数
習
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
同
文
館
と
京
師
大
皐
堂

⑦
 

の
闘
係
の
深
さ
を
思
わ
せ
る
が
、
一
九

O
一
年
京
師
大
摩
堂
が
同
文
館
を
縫
承
、

大
同
学
堂
に均一枠内
閣干
館
を
置
く
こ
と
と
な

っ
た
。

つ
ぎ
に
、
北
京
強
皐
舎
が
禁
止
さ
れ
そ
れ
が
官
書
局
と
な
り
、
京
師
大
皐
堂
の
附
属
施
設
と
な
る
の
で
、
そ
の
貼
も
含
め
て
、
京
師
大
島
平
堂

の
創
設
の
経
過
を
見
て
行
く
。
す
な
わ
ち
孫
家
矧
は
、
北
京
強
闘
争
舎
の
禁
止
後
、
光
緒
帝
と
曾
見
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



丙
申
(
光
緒
二
十
二
年
〉
正
月
に
:
:
:
孫
家
粛
は
、
強
風
一
'
禽
の
利
有
り
て
弊
な
き
の
読
を
密
か
に
光
緒
帝
に
の
べ
た
が
、
光
緒
帝
は
た
や
す

く
そ
れ
を
聞
き
入
れ
、
官
書
局
の
設
立
を
ゆ
る
し
同
文
館
の
前
例
に
な
ら
っ
て
総
理
街
門
に
所
属
せ
し
め
た
。

③
 

そ
こ
で
大
臣
を
通
し
て
、
人
員
を
振
し
、
管
理
す
る
よ
う
旨
を
請
う
た
が
、
孫
家
需
を
振
し
て
管
理
せ
し
め
る
旨
の
上
議
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
京
強
風
平
舎
が
官
書
局
に
替
え
ら
れ
、
そ
の
管
理
が
孫
家
鮪
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
い
で
李
端
棄
が
上
奏
し
て
、

官
書
局
に
よ
っ
て
人
材
の
出
る
こ
と
ま
た
こ
れ
を
擁
充
し
て
北
京
か
ら
は
じ
め
て
各
省
府
州
牒
に
皆
皐
堂
を

設
け
、
省
に
は
、
省
鼠
午
、
北
京
に
は
、
京
師
大
塵
堂
を
作
る
こ
と
を
請
う
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
京
師
大
皐
堂
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
京
師
大
同
学
堂
に
は
、
官
更
に
選
ば
れ
た
者
や
、
園
子
監
在
皐
の
貢
生
の
う
ち
三
十
才
以
下
の
者
を
入
墜
さ
せ
、
京
官
で
準
ぶ
こ
と
を
願

っ
て
レ
る
者
は
こ
れ
を
聴
く
。
大
皐
の
課
程
は
一
つ
は
省
皐
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
専
精
を
加
え
て
、
各
一
門
を
執
り
、

@
 

遁
さ
ず
三
年
を
も
っ
て
期
と
魚
す
'」

そ
の
業
を

- 59ー

と
あ
り
、

そ
の
意
圃
が
知
ら
れ
る
。

⑪
 

さ
ら
に
、
総
理
街
門
が
京
師
大
同
学
堂
は
、
管
理
官
書
局
大
臣
に
よ
り
所
理
さ
れ
る
よ
う
覆
奏
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
孫
家
剤
、
か
議
覆
開
緋
京
師
大
築
摺
を
上
奏
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
レ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
京
師
に
皐
堂
を
建
て
る
こ
と
を
は
か
っ
た
大
鐙
の
情
況
に
つ
い
て
上
奏
し
、

:
:
:
皇
帝
の
御
鑑
識
を
仰
析
す
る
。

:
:
:
臣
は
本
年
の
正

月
総
理
街
門
の
原
奏
を
査
し
て
、
官
書
局
を
立
て
る
こ
と
を
請
う
た
が
、
も
と
も
と
拳
舎
を
建
設
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
、
臣

は
命
を
奉
じ
て
書
局
を
管
理
し
、
開
開
章
程
を
上
奏
し
準
堂
を
設
立
し
数
習
を
延
請
す
る
こ
と
を
擬
し
た
が
、
こ
れ
は
事
堂
の
議
論
で
あ

⑪
 

り
、
:
:
:
官
書
局
に
お
い
て
も
内
を
分
っ
て
躍
に
掛
ず
べ
き
事
で
あ
る
。
:::」

と
あ
り
、
京
師
大
皐
堂
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
。
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つ
い
で
欧
米
諸
闘
の
人
材
の
輩
出
を
大
皐
堂
の
設
立
に
求
め
て
お
り
、
中
園
に
お
い
て
も
以
下
六
つ
の
貼
を
留
意
し
て
大
皐
を
設
立
す
る
こ
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と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
第

一
に
大
盤
設
立
の
宗
旨
が
先
ず
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ、

京
師
大
皐

堂
は
、
中
型
を
も
っ
て
践
と
な
し
、

西山
学
を
用
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
に
は
、

築
堂
は
宜
し
く
造
ら
る
べ
き
事
が
遮

第
三
に
は
、
皐
問
が
分
科
さ
る
べ
き
こ
と
、
第
四
に
は
教
習
が
求
め
ら
る
べ
き
こ
と
、

⑫
 

と
、
第
六
に
は
大
鼠
主
主
出
身
者
は
維
し
康
め
ら
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ベ
ら
れ
、

第
五
に
は
生
徒
が
慎
重
に
選
ば
る
べ
き
こ

つ
い
で
四
月
二
十
三
日
の
鑓
法
園
是
の
上
誌
に
よ
れ
ば

「数
年
以
来
中
外
の
臣
達
は
時
務
を
講
求
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
い
る
。
ち
か
ご
ろ
詔
書
が
た
び
た
び
下
り
、
特
科
を
開
き
、
冗丘ム
を
裁

ち
、
武
科
制
度
を
改
め
、
大
小
の
皐
堂
を
立
て
る
こ
と
は
、
比
日
一再
三
の
審
定
を
経
て
こ
れ
を
は
か
り
、

熟
す
れ
ば
は
じ
め
て
議
し
て
施
行

す
る
。

京
師
大
民
主
主
は
各
行
省
の
侶
と
魚
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
翠
制
し
て
、

軍
桜
大
臣
、
組
理
各
園
事
務
王
大
臣
が
台
回向
し
て
や
す

⑬
 

ん
じ
て
速
に
議
し
て
奏
す
ベ
、
き
で
あ
る
。
:::」
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と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
改
革
の
中
心
の
一
つ
と
な
る
京
師
大
祭
堂
の
重
要
性
が
知
ら
れ
る
。

ま
た

五
月
八
日
の
上
誌
に
お
い
て
も
、

「
:
:
:
京
師
大
皐
堂
は
各
行
省
の
侶
と
篤
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
議
旨
を
下
す
。
軍
機
大
臣
、
総
理
各
園
事
務
王
大
臣
を
し
て
舎
同
議
奏

@
 

せ
し
め
て
、
す
な
わ
ち
迅
速
に
覆
奏
す
べ
き
で
あ
り
、
鞘
も
遅
延
し
て
は
な
ら
な
い
:::」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
京
師
大
皐
堂
の
速
み
や
か
な
着
手
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
五
月
十
五
日
の
上
訟
に
よ
れ
ば

「
:
:
:
孫
家
痛
を
派
し
て
大
皐
堂
事
務
を
管
理
し
、
各
国貝
を
械
事
せ
し
む
:
:
:
も
と
よ
り
設
け
ら
れ
て
レ
る
官
書
局
と
新
設
の
詩
書
局
は

@
 

均
し
く
大
皐
堂
に
併
入
し
て
管
理
大
臣
に
よ

っ
て、

督
率
、
開
理
さ
れ
る
。
・
:
:
・
」

と
あ
り
、

孫
家
剤、が
、
大
四
年
の
事
務
の
管
理
、
附
属
施
設
の
官
書
局
、
詩
書
局
の
管
理
を
ま
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



⑮
 

ま
た
同
日
の
上
誌
に
よ
れ
ば
、
梁
啓
超
が
詩
書
局
の
事
務
の
時
理
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
同
日
出
さ
れ
た
組
理
街
門
の
「
遁
答
開
悌
京
師
大
同
学
堂
摺
」
に
よ
れ
ば
、

「
:
:
:
中
園
は
ま
さ
に
更
新
の
始
め
で
あ
っ
て
、
北
京
は
首
善
の
基
を
な
す
の
で
こ
こ
に
大
き
な
手
本
を
創
め
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
規

模
は
宏
遠
で
保
理
は
詳
備
で
あ
っ
て
、
始
め
て
見
聞
を
た
か
め
人
材
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
臣
等
は
、
仰
い
で
聖
意
を
瞳
し
、
贋
く

良
法
を
集
め
、

摘
盆
を
割
酌
し、

章
程
を
草
定
し
た。

規
模
も
お
お
む
ね
そ
な
わ
り
、

そ
の
要
義
を
あ
げ
れ
ば
四
貼
と
な
る
。
第

一
に

は
、
寛
く
経
費
を
は
か
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、

宏
く
感
舎
を
建
て
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
は
、
慢
し
ん
で
管
準
大
臣
を
選
ぶ
こ

⑫
 

と
で
あ
り
、
第
四
に
は
、
選
ん
で
徳
教
習
を
涙
す
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:・

」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
京
師
大
翠
堂
設
立
の
意
圃
規
模
な
ど
が
多
少
う
か
が
わ
れ
る
。

つ
い
で
マ

l
テ
ィ
ン
が
京
師
大
準
堂
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、

マ
l
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、

- 61ー

「一

八
九
八
年
日
本
の
手
で
負
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
数
え
ら
れ
た
皇
帝
は
、
園
家
数
育
制
度
の
完
全
な
改
革
を
決
心
し
た
。
そ
れ
は

百
人
ぐ
ら
い
の
通
諜
者
や
瞳
行
員
の
西
洋
の
科
皐
知
識
に
決
し
て
限
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
帝
園
の
最
高
の
同
学
者
が
、
園
力
の
源

泉
に
接
近
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
大
撃
は
五
百
蔦
雨
で
首
都
に
創
立
さ
れ
、
筆

者

三
l
テ
ィ
ン
)
は
皇
帝

の
布
告
に
よ
っ
て
皐
長
に
任
命
さ
れ
た
。
叉
皇
帝
の
布
告
に
よ
り
私
は
、
中
閣
の
九
段
階
の
官
僚
の
一
つ
で
私
に
と
っ
て
最
高
の
位
を
授

⑮
 

け
ら
れ
た
」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

マ
l
テ
ィ
ン
が
棺
教
習
に
な
っ
た
事
情
が
伺
わ
れ
る
。

ま
た
中
園
側
の
史
料
に
よ
れ
ば
光
緒
二
十
四
年
五
月
二
十
二
日
の
上
識
に
は
、

「
:
:
:
涙
し
て
西
摩
棉
教
習
に
丁
題
良
を
充
す
に
至
る
。
孫
家
再
開
の
面
奏
に
よ
り
、
改
め
鼓
関
す
る
よ
う
に
請
い、

著
し
く
賞
し
て
二
品

⑬
 

頂
戴
を
給
し
、
そ
の
非
常
な
光
築
を
示
し
た
」
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と
あ
り
、

マ
l
テ
ィ
ン
の
前
文
と
符
合
す
る
。
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以
上
京
師
大
桜
並
の
創
設
の
経
過
に
つ

レ
て
述
べ

た
が、

京
師
大
観
堂
の
章
程
に
よ
れ
ば
、
そ
の
第

一
章
の

一
節
、

「
京
師
大
接
堂
は
、

各
省
の
表
卒
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
高
園
の
よ
く
仰
ぐ
所
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
規
模
は
ま
さ
に
極
め
て
宏

っ
さ
に
京
師
大
同
僚
堂
設
立
の
意
図
に
つ
レ
て
考
討
し
て
行
く
。

二
都
に
そ
の
意
固
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

法
で
あ
り
、
保
理
は
極
め
て
詳
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
今
京
師
に
す
で
に
大
皐
堂
を
設
け
た
の
は
、
各
省
の
月
十立
が
皆
、
ま
さ

@
 

に
大
向
学
堂
の
統
轄
に
師
す
る
た
め
で
あ
る
。
・:
:・

」

と
あ
り
、
京
師
大
母
堂
が
、
各
省
の
皐
堂
を
統
轄
し
、
高
固
か
ら
よ
く
仰
が
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
レ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た

五
月
十
五
日
の
上
訟
に
よ
れ
ば

6
 

「
・
・
こ
の
た
び
大
山
学
堂
を
設
立
し
た
の
は
、
康
く
人
材
を
育
て
、
時
務
の
講
求
を
考
え
て
の
事
で
あ
り
・:・」

と
あ
り
、
そ
の
意
園
が
人
材
の
育
成
時
務
の
講
求
に
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

以
上
、
京
師
大
皐
立
の
意
闘
に
つ

い
て
考
え
た
が

つ
ぎ
に
、
設
立
年
代
に
つ

い
て
考
察
し
て
行
く
。
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設
立
年
代
は
、

五
月
十
五
日
丁
卯
(
新
暦
七
月
三
日
)
の
上
誌
に
よ
れ
ば
、

「
現
に
嘗
該
の
王
大
臣
に
よ
り
、
詳
し
く
章
程
が
擬
さ
れ
、
欧
米
の
製

規
を
参
考
し
て
綱
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
J

と
あ
り

一
八
九
八
年
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

設
立
場
所
は
、
光
緒
東
華
銀
に
は

「
大
同
干
堂
は
京
師
に
設
立
さ
れ
て
各
省
の
表
容
と
な
る
べ
き
で
あ
ふ

と
あ
り
、
北
京
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
京
師
大
観
立
の
創
設
の
経
過
、
意
圏
、
設
立
年
代
、
設
立
場
所
な
ど
に
つ

い
て
考
4

祭
し
た
が
、
以
下
次
節
に
お
い

て
は
、
京
師
大
同
学

堂
の
機
能
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
て
行
く
。



京
師
大
穆
堂
の
機
能

ま
ず
、
京
師
大
準
堂
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
京
師
大
島
ナ
堂
章
程
第
二
章
第
二
節
に
よ
れ
ば
、

「
西
園
の
製
校
が
讃
む
所
の
書
は
、
普
通
路
平
と
専
門
皐
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
普
通
皐
は
、
す
べ
て
の
皐
生
が
通
習
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
専
門
皐
は
、
人
毎
に
各
々
一
門
を
占
め
て
い
る
。
今
お
お
む
ね
欧
米
、
日
本
の
皐
校
同
学
科
目
の
種
類
に
よ
っ
て
中
陸
軍
を
加

え
て
表
に
し
て
列
す
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

経
皐
第

一
、
理
皐
第
二
、
中
外
掌
故
肇
第
三
、
諸
子
準
第
四
、
初
級
算
拳
第
五
、
初
級
格
致
皐
第
六
、
初
級
政
治
皐
第
七
、
初
級
地
理
象

第
八
、
文
皐
第
九
、
韓
操
準
第
十
、

以
上
は
、
皆
普
通
皐
で
あ
り
、
讃
む
べ
き
本
は
皆
上
海
編
集
局
が
編
纂
し
た
数
科
書
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
毎
日
、
課
を
按
分
し
て、

何
科
の
準
生
で
あ
れ
、
三
年
間
の
う
ち
に
必
ず
、
数
科
書
を
全
部
卒
業
す
べ
き
で
あ
り
、

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
健
操
は
、
数
科
書
の
中
に
入
っ
て
レ
な
い
。

そ
れ
が
で
き
て
始
め
て
製
業
成
績
表
を
得
る
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英
園
語
言
文
字
場
第
十
一
、
併
園
語
言
文
字
率
第
十
二
、
露
園
語
言
文
字
翠
第
十
三
、
濁
園
語
言
文
字
削
学
第
十
四
、

日
本
語
言
文
字
摩
第

十
五
、以

上
の
語
言
文
字
事
の
五
種
類
は
、
畢
生
が
人
毎
に
自
ら

一
一
穫
を
認
め
て
普
通
拳
と
同
時
に
拳
習
し
、

の
園
の
原
語
の
本
で
行
う
。

そ
の
数
科
書
は
こ
と
ご
と
く
そ

高
等
算
皐
第
十
六
、
高
等
自
然
科
皐
第
十
七
、

高
等
政
治
皐
(
合
法
律
祭
〉
第
十
八
、

高
等
地
理
閉
山
子
〈
含
測
量
察
)
第
十
九
、
農
拳
第
二
十
、

蹟
準
第
二
十
一
、

工
準
第
二
十
二
、
商
拳
第
二
十
三
、
丘
(
皐
第
二
十
四
、
衛
生
息
午
(
含
脚
酋
間
学
)
第
二
十
五
、

以
上
の
十
種
の
専
門
の
同
学
は
、
普
通
同
学
卒
業
後
同
学
生
毎
に
各
々
一
門
或
い
は
二
門
を
占
め
、
す
で
に
外
園
語
を
習
っ
た
畢
生
は
、
原
語

で
各
専
門
の
本
を
讃
み
、
ま
だ
外
園
語
を
習
っ
て
い
な
い
皐
生
は
、
上
海
編
集
局
が
詳
し
た
各
専
門
の
本
を
讃
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
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し、@
し一

と
あ
り
、
穆
科
目
が
普
通
皐
と
呼
ば
れ
て

い
る
教
養
課
程
の
科
目
が
十
と
外
閤
認
が
五
、
専
門
科
目
が
十
科
目
、
開
溝
さ
れ
、
向
学
生
が
普
遁
皐

一
っ
か
二
つ
の
専
門
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

を
終
っ

て
専
門
翠
に
入
る
場
合
に
は

つ
い
で
履
習
規
定
で
あ
る
が
、

章
程
の
第
二
章
第
三
節
か
ら
第
六
節
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
第
三
節
に
は、

「問
中
生
で
二
十
才
以
下
の
者
は
、
必
ず

一
ヶ
闘
語
を
同
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
十
才
以
上
の
者
で
舌
が
回
ら
な
く
な
っ
て
皐
習
の

そ
れ
を
習
う
の
を
兎
ず
る
こ
と
を
ゆ
る
し、

詳
出
さ
れ
た
本
を
教
科
書
と
し
、

皐
聞
が
成
業
す
る
よ
う
に
奨
め
、
外
園

⑤
 

語
を
衆
せ
皐
ん
で
い
る
者
と
梢
ミ
区
別
す
る
」

で
き
な
い
者
は
、

と
あ
り
、
外
園
語
を
習
得
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
二
十
才
以
上
の
場
合
、

そ
れ
が
多
少
ゆ
る
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。

第
四
節
に
は
、

「
本
同
学
堂
は

質
事
求
是
を
も
っ
て
主
と
信用
し
て
い
る
。

:
:
:
以
前
の
門
学
堂
か
ら
僅
か
に

で
も
受
け
鵡
ぐ
事
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る

- 64ー

が
、
定
め
た
教
科
は
必
ず
殿
密
適
切
に
行
う
の
で
、
よ
く
放
果
を
牧
め
ら
れ
る
。
授
業
を
受
け
る
者
は
、
毎
日
必
ず
六
時
間
講
堂
に
集
ま

り

先
生
か
ら
は
は
業
を
受
け

四
時
に
部
屋
に
帥
り
門
習
を
す
る
。

講
堂
の
授
業
の
六
時
間
は

中
閲
語
の
木
と
外
闘
語
の
本
を
読
む

が
、
時
聞
は
、
半
々
で
あ
る
。
休
日
を
除
く
以
外
は
、

毎
日
皐
習
時
間
は
、

抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
遵
守
し
な
い
者
は
、
退
問学

@
 

に
占
め
た
る
」

と
あ
り
、
相
首
厳
重
な
授
業
が
意
固
さ
れ、

枕
席
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
五
節
に
は

「川
市
生
の
川学
習
の
高
下
を
判
定
す
る
考
査
は
欧
米
の
例
に
よ
っ
て
、

積
分
の
法
を
用
い
る
。

毎
日
編
集
局
の
普
通
感
の
数
科
書
を
読
ま

せ
、
よ
く
一
課
を
通
っ
た
者
は

合
格
と
す
る
。

教
科
書
の
外
、

せ

そ
の
抜
き
書
き
帳
を
数
師
に
提
出
せ
し
め
て
、

数
師
が
詳
閲
す
る
。

毎
日
請
書
の
心
得
に
よ
っ
て
讃
書
さ
せ、

数
に
分
け
て
そ
の
成
績
の
高
下
を
記
入
す
る
。

ノ
ー
ト
に
抜
き
書
き
を
さ

外
園
語
は
暗



唱
、
歎
潟
、
解
説
で
、
成
績
を
数
字
で
記
入
す
る
。
毎
月
、

と
あ
り
、
考
査
の
方
法
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

@
 

そ
の
数
の
多
少
を
総
計
し
、
順
番
に
な
ら
べ
て
掲
示
す
る
」

第
六
節
に
は
、

「
毎
月
、
テ
ス
ト
は
一
回
行
う
。
数
養
科
目
は
十
科
目
の
中
で
科
目
ご
と
に
一
題
を
命
ず
る
。
上
級
の
皐
生
で
専
門
の
拳
聞
を
皐
ぶ
者

は
、
専
門
の
題
を
命
じ
、
こ
れ
を
試
験
す
る
。
数
師
の
閲
定
に
よ
り
、
上
・
下
を
分
別
す
る
。
ノ
l
ト
の
抜
き
書
き
で
高
等
に
列
せ
ら
れ

@
 

た
者
は
捧
ん
で
刊
布
し
、
同
文
館
の
算
鼠
午
、
課
謹
の
例
の
よ
う
に
天
下
に
流
布
さ
せ
、
手
本
と
す
る
」

と
あ
り
、
考
査
の
方
法
、
優
秀
な
ノ

l
ト
の
抜
き
書
き
の
公
表
等
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

っ
き
に
附
属
施
設
と
し
て
は
、
章
程
第
二
早
第
六
節
に
は
、

「
:
:
:
京
師
大
皐
堂
は
、
各
省
の
表
率
で
あ
る
の
で
鎧
制
は
も
っ
と
も
崇
聞
に
し
て
一
大
国
書
館
を
建
設
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ

@
 

れ
は
、
中
西
の
要
籍
を
集
中
し
、
開
学
聞
を
す
る
者
の
流
賢
に
供
し
、
天
下
の
風
気
を
贋
め
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
」

一
大
国
書
館
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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と
あ
り
、

ま
た
章
程
第
一
章
第
七
節
に
は

「
欧
米
の
各
種
の
皐
聞
は
、
多
く
試
験
を
し
て
み
て
始
め
て
能
く
夜
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
儀
器
は
皐
堂
に
と
っ
て
必
需
の

事
で
あ
る
の
で
、
各
園
の
都
舎
に
は
、
お
お
む
ね
、
皆
博
物
館
が
あ
り
各
種
の
有
用
な
器
物
を
そ
の
中
に
陳
列
し
て
、
研
究
者
の
手
本
と

し
て
備
え
れ
ば
、
事
は
半
で
あ
っ
て
も
功
は
倍
す
る
。
今
こ
の
よ
う
な
考
え
に
従
っ
て

一
博
物
院
を
設
け
、
各
種
の
天
文
算
法
、
音
盤
、

光
事
、
化
盟
午
、
電
気
象
、
農
民
平
、
積
接
、
機
器
、
製
造
、
動
植
物
準
、
各
種
の
皐
聞
の
庭
用
の
儀
器
を
集
め
、
み
な
院
中
に
た
く
わ
え
て

@
 

買
力
で
考
求
し
て
行
く
助
け
と
す
る
」

と
あ
り
、
博
物
館
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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ま
た
す
で
に
、

@
 

五
月
十
五
日
の
上
識
で
見
た
よ
う
に
、
官
室
百
局
と
詩
書
局
が
附
属
施
設
と
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
京
師
大
皐
堂
章
程
第
三
章
、
皐
生
入
拳
例
第
八
節
に
は
、

@
 

「
:
:
:
別
に
大
撃
の
中
に
小
昼
堂
を
立
て
、
師
範
生
を
使
っ
て
貫
験
す
れ
ば
、

貫
に

一
一
挙
両
得
の
遁
を
得
る
」

と
あ
り
、
小
皐
校
が
附
属
施
設
と
し
て
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

@
 

ま
た
、
章
程
第
八
章
、
新
章
第
四
節
に
は
建
築
皐
堂
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
戊
氏
饗
法
橋
案
史
料
の
光
緒
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
の
管
理
大
事
堂
大
臣
孫
家
期
片
に
よ
れ
ば
、

@
 

「
:
:
:
別
に
菌
製
堂
を
設
け
、
中
西
醤
撃
を
研
究
す
る
が
、
大
皐
堂
の
粂
轄
に
闘
す
」

と
あ
り
、
瞥
翠
堂
も
設
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
、
附
属
施
設
と
し
て
は
、
園
書
館
、
博
物
館
、
官
書
局
、
詩
書
局
、
小
向
学
堂
、
建
築
皐
堂
、
醤
拳
堂
が
置
か
れ
、

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
置
か
れ
よ
う
と

つ
ぎ
に
経
費
等
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
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五
月
十
五
日
の
上
識
に
よ
れ
ば
、

「
:
:
:
必
要
と
す
る
所
の
仕
事
を
し
て
行
く
経
費
な
ら
び
に
毎
年
必
要
と
さ
れ
る
費
用
は
、
戸
部
に
お
い
て
分
別
し
て
工
面
し
て
支
給
す

@
 

る」

と
あ
り
、

必
要
な
経
費
が
戸
部
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
様
の
記
事
は
清
史
稿
に
も
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
具
佳
的
な
開
設
の
費
用
や
通
年
経
常
費
に
つ
い
て
は
、
総
理
街
門
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、

「
私
共
が
大
む
ね
計
算
し
ま
す
の
に
、
京
師
大
開
学
堂
を
開
設
す
る
時
に
必
要
と
す
る
費
用
が
三
十
五
蔦
雨
で
あ
り
、
通
年
の
経
常
費
、
が
十

@
 

八
首
阿
南
徐
で
あ
り
ま
す
」

と
述
、
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
孫
家
煎
に
よ
れ
ば
、

「
月
に
分
け
て
戸
部
及
び
南
北
洋
大
臣
が

そ
れ
ぞ
れ
五
千
雨
を
戸
部
に
送
り
届
け
て
京
師
大
皐
堂
専
用
の
費
用
に
し
て
い
た
だ
き
た



し、
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と
あ
り
、
年
額
十
八
高
雨
を
見
込
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

章
程
第
七
章
、
経
費
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
内
容
が
具
瞳
的
に
計
算
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
開
設
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
三

節

「
開
設
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
皐
校
を
建
て
、
園
書
、
儀
器
及
び
西
洋
人
数
習
を
招
鴨
す
る
放
費
を
主
な
も
の
と
し
て
お
り
、
今
そ
れ
を

大
略
以
下
に
列
す
。
皐
校
建
築
費
約
十
蔦
雨
、
園
書
館
建
築
費
約
二
高
雨
、
儀
器
院
建
築
費
約
二
高
雨
、
中
園
書
購
入
費
約
五
高
雨
、
洋

書
購
入
費
約
四
蔦
雨
、
和
書
購
入
費
約
一
高
雨
、
儀
器
購
入
費
約
十
蔦
雨
、
洋
人
数
師
旗
費
一
蔦
雨
。

@
 

右
の
開
蹄
の
珠
算
表
は
約
三
十
五
寓
雨
で
あ
る
」

る と
あ
り
、
開
設
の
経
費
と
し
て
は
、
同
学
校
、
園
書
館
建
設
費
、
書
籍
、
儀
器
購
入
費
、
外
人
数
師
按
費
が
主
な
費
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

つ
い
で
通
年
の
経
常
費
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
に
、

「
中
園
の
官
制
は
、
患
に
向
い
、
俸
給
が
少
な
い
の
で
、
今
や
こ
れ
を
買
事
求
是
に
し
て
、
必
ず
俸
給
を
多
く
し
、
有
る
俸
給
で
自
ら
養

い
、
然
る
の
ち
に
員
心
を
も
っ
て
ま
か
せ
ら
れ
た
事
に
責
任
を
持
た
す
べ
き
で
あ
る
。
管
暴
大
臣
の
俸
給
が
特
別
に
出
て
い
な
い
の
で
、

そ
れ
を
除
く
外
、
各
教
官
及
び
事
務
官
の
俸
給
を
並
べ
て
表
に
す
れ
ば
次
の
様
で
あ
る
。

一
人
嘗
り
の

毎
月
の
俸
給

三

O
O雨

三

O
O雨

職
名

人
数

総
数
習

専
問
皐
分
数
習
西
人

。
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湾
通
風
十
分
数
習
頭
班

樽
逼
息
ナ
分
数
習
二
班

三

O
南

ーノ、

五
O
雨

八

- 67ー

毎
年
合
計
銀

三
六

O
O南

二ハ

O
O
O雨

六
O
O両

八
八

O
雨
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西
文
分
教
習
頭
班
西
人

八

二

O
O雨

西
文
分
教
習
二
班

i¥. 

五

O
雨

組、
開

一O
O雨

提
調

八

五
O
雨

臨
書
楼
提
調

五

O
雨

供
事

。

四
雨

一
九
二

O
O雨

四
八

O
O
雨

一一
一O
O
雨

四
八

O
O雨

六
O
O雨

一
四
四

O
雨

腕
M

録

四

雨

三
八
四
雨

右
の
数
官
及
び
そ
の
他
の
事
務
官
の
俸
給
珠
算
表
第
一
、
毎
年
の
支
出
総
計
八

二
ハ
O
O雨

凪
ナ生
は
六
級
に
分
け
、
級
ご
と
に
貰
う
手
首
に
多
少
の
差
が
あ
る
が
列
し
て
表
に
す
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

入

級
数

人
数

各
人
毎
月
手
嘗

第
一
級

。

。
雨

第

級

六五
o 0 

一
六
雨

一O
雨

第

級

第
四
級

一O
O

八
雨

第
五
級

一O
O

六
雨

第
六
級

一
六

O

四
雨

附
設
の
小
泉
・
思
十
堂
開
門
子
生

八。

四
雨

右
の
摩
生
の
手
首
珠
算
表
第
二
、
毎
年
の
支
出
総
計
五

O
四
八

O
雨

其
齢
の
各
項
の
雑
用
を
列
し
て
表
に
す
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

毎
年
合
計
銀

- 68一

七
二
0
0
.雨

九
六

O
O雨

七
二
O
O雨

九
六

O
O雨

七
二

O
O雨

七
六
八

O
雨

二
四

O
O南



火
食

五
六

O
人

各
人
毎
月
銀
三
雨

毎
年
約
一
六

O
O
O雨

毎
年
約
一

0
0
0
0南

華
文
敬
科
書

敏
文
教
科
書

各
畢
生
一
人
分
約
銀
二
雨

各
製
生
一
人
分
約
銀
二
雨

毎
年
約
一

0
0
0
0南

毎
年
約
一
二

O
O
O雨

奨
賞

毎
月
銀
一

0
0
0雨

ノ
ー
ト
、

墨
汁、

ベ
ン
等

僕
役
の
賃
金
食
事
代

約
一

O
O人

毎
年
約
二

0
0
0雨

毎

年

約

六

O
O雨

議
備
の
枠
外
の
雑
用

毎
年
約
五

O
O
O雨

右
そ
の
齢
の
雑
用
珠
算
表
第
三
、
銀
五
六
六

O
O雨
、
三
表
合
計
毎
年
支
出
銀
一
八
八
六
八

O
問
。

こ
れ
は
、
毎
年
の
経
費
を
純
計
し
た
数
で
あ
ふ

と
あ
り
、
数
職
員
、
畢
生
、
雑
用
に
十
八
首
阿
南
除
が
支
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
、
京
師
大
皐
堂
の
機
能
に
つ
レ
て
考
察
し
た
が
、
次
節
に
お
い
て
は
、
そ
の
組
織
に
つ
い
て
言
及
し
て
行
き
た
い
。

n
w
d
 

au 

北
京
大
同
学
堂
の
組
織

ま
ず
、
教
官
、
事
務
官
等
の
構
成
で
あ
る
が
、
章
程
第
六
章
設
官
例
に
よ
れ
ば
、

管
大
臣
一
員
を
設
け
、
大
皐
士
、
向
書
侍
郎
を
こ
れ
と
な
す
。
ほ
ぼ
管
園
子
監
事
務
大
臣
の
職
の
如
く
で
あ
る
。

⑮
 

絶
数
習
(
事
長
)
一
員
を
設
け
、
資
格
に
か
か
わ
ら
ず
特
旨
に
よ
り
選
抜
し
て
官
に
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
園
子
監
祭
酒
、
司
業
の

第
一
節

第

節

職
の
如
く
で
あ
る
。

第
三
節

分
数
習
(
数
授
)
を
設
け
、
中
園
人
二
十
四
人
は
総
数
習
(
息
子長
)
よ
り
奏
上
し
て
裁
可
を
仰
く
こ
と
は
、

士
、
園
子
監
助
教
の
職
の
如
く
で
あ
る
が
、
外
人
で
分
数
習
と
な
る
者
は
官
を
論
じ
な
い
。

ほ
ぼ
翰
林
院
五
経
博

231 
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第
四
節

総
蹄
(
事
務
局
長
)
一
人
を
設
け
、
小
九
卿
及
び
各
部
院
司
員
を
充
て
る
。

提
調
(
課
長
〉
八
人
を
設
け
、
各
部
司
員
を
充
て
る
。

一
人
は
管
支
臆
、

五
人
は
分
股
稽
拳
生
功
課

二
人
は
管
堂
中
雑
務
と

第
五
節

す
る
。

第
六
節

供
事
(
事
務
官
)
十
六
人
、
謄
録
(
書
記
)
八
人
を
設
く
。

固
書
館
は
提
調
一
人
、
供
事
十
人
を
設
く
。

博
物
館
は
、
提
調
一
人
、
供
事
四
人
を
設
く
。

第
七
節

第
八
節

第
九
節

@
 

以
上
の
各
員
は
管
内
学
大
臣
を
除
く
の
外
、

皆、

す
べ
か
ら
く
常
に
在
駐
し
、
向
学
校
に
と
ど
ま
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
り
、
管
大
臣
以
下
謄
録
に
至
る
ま
で
、
各
教
官
、
事
務
官
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
従

っ
て
、
孫
家
粛
は
管
息
子
大
臣

に
選
任
さ
れ
、
梁
啓
超
は
詩
書
局
事
務
の
掛
理
を
命
ぜ
ら
れ
、

マ
l
テ
ィ
ン
は
総
数
習
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
外
人
数
官
を
含
め
た
こ
の
精
し
い
員
数
に
つ
い
て
は
、
章
程
第
七
章
経
費
の
第
二
節
に
よ
れ
ば
、
線
数
習

一
名
、

(西
洋
人
)
十
名
、
専
通
開
問
干
分
教
習
頭
班
六
名
、
普
通
皐
分
数
習
二
班
八
名
、
西
文
分
数
習
頭
班
(
西
洋
人
〉
八
名
、

専
門
皐
分
数
習

西
文
分
数
習
二
班
八
名
、

- 70一

組
開
一
、
提
調

一
名
、
積
書
棲
提
調
一
名
、
供
事
三
十
名
、

謄
録
八
名
、
計
数
官
四
十
一
名
う
ち
、
中
園
人
二
十
二
名
、
事
務
官
四
十
一

名
の

@
 

計
八
十
二
名
が
知
ら
れ
る
。

つ
い
で
、
数
官
の
採
用
に
つ
い
て
、
章
程
第
五
章
聴
用
数
習
例
を
見
て
行
く
。

第

一
節
同
文
館
や
北
洋
皐
堂
等
は
多
く
西
洋
人
を
組
数
習
と
し
て
い
る
の
で
、
事
校
の
授
業
内
容
は
、
す
で
に
中
園
人
は
は
ば
ひ
ろ
く

西
洋
の
祭
聞
に
粂
遇
す
る
者
も
あ
る
が
、

西
洋
人
に
は
中
園
の
皐
聞
に
粂
逼
す
る
も
の
は
必
ず
や
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
摩
堂
に

お
い
て
は
、
中
園
の
皐
聞
が
、
偏
り
枯
れ
る
の
は
菟
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
西
洋
人
を
校
長
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な

わ
ち
専
ら
西
支
に
つ
い
て
は
、
英
、
併
、
露
、
濁
の
諸
文
の
並
用
は
論
ず
る
が
、
何
園
人
を
招
勝
す
る
か
を
論
ず
る
こ
と
は
無
い
の
で

皆
節
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
種
の
語
皐
の
敬
習
の
専
門
諸
皐
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
故
に
中
園
人
の
研
究
者
で
中
西
を
合
わ
せ



て
同
学
ん
で
い
る
大
同
学
者
を
よ
く
見
て
皐
長
と
す
べ
き
で
あ
り
然
る
後
に
種
制
を
崇
め
、
貫
際
の
放
果
を
牧
む
べ
き
で
あ
る
。

第
二
節

事
生
の
成
就
と
否
と
は
、
全
く
数
習
に
な
ら
う
。
教
習
に
人
を
得
れ
ば
、
綱
目
つ
い
に
奉
ぐ
。
数
習
に
人
を
得
な
け
れ
ば
、

た
ず
ら
に

E
額
を
つ
い
や
し
て
成
品
叙
す
る
こ
と
は
な
い
。

L 

こ
の
翠
は
す
で
に
維
新
の
政
の
賞
事
求
是
に
属
し
て
い
る
の
だ
か
ら
数
習

は
、
庶
土
口
士
や
監
祭
酒
等
の
む
な
し
い
い
き
が
か
り
よ
り
も
品
皐
と
も
優
れ
て
お
り
、
中
外
に
通
暁
し
て
い
る
者
を
採
用
し
た
方
が
良

ぃ
。
す
な
わ
ち
、

官
階
、
年
齢
を
論
じ
な
い
で
人
を
得
る
こ
と
を
主
と
な
し
、
或
い
は
、
総
理
街
門
大
臣
の
人
材
の
保
薦
に
よ
っ
た
方

が
良
い
。
こ
の
職
に
任
ず
べ
き
者
は
旨
を
請
う
て
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

第

節

普
通
皐
の
分
数
習
十
人
は
皆
中
園
人
で
あ
り
、

英
文
分
数
習
十
二
人
は
英
人

J

中
園
人
そ
れ
ぞ
れ
六
人
、

日
本
分
数
習
は

人

、

日

本

人

、

露

濁

併

の

分

数

習

は

そ

れ

ぞ

れ

一

人

で

あ

り

、

が
、
有
る
所
に
従
っ
て
定
め
る
。
専
門
拳
十
種
の
分
数
習
各
一
人
に
つ
い
て
は
皆
欧
米
人
を
用
い
る
。

中
園
人
そ
れ
ぞ
れ
一
名
、

或
い
は
本
園
人
或
い
は
中
園
人
を
用
い
る

第
四
節

使
臣
を
用
い
る
の
は
、

-71ー

公
使
館
の
書
記
官
や
随
員
を
採
用
す
る
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
分
数
習
は
皆
組
数
習
の
採
用
に
よ

り
、
意
見
の
違
い
を
菟
れ
、
手
足
と
な
っ
て
働
く
利
盆
が
あ
る
。
西
洋
人
で
招
聴
す
る
の
が
困
難
な
時
は
、
総
数
習
を
通
し
て
綿
悌
が

随
時
総
理
街
門
と
各
園
の
使
臣
と
曾
合
し
て
、
西
洋
の
皐
校
に
依
頼
す
る
。

第
五
節
現
在
開
設
す
る
最
初
の
翠
生
は
大
抵
、
第

一一
筆
年
で
あ
る
の
で
、
編
語
局
の
編
出
し
た
普
通
数
科
書
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
卒

業
し
て
専
門
を
皐
ぶ
者
は
最
も
早
い
者
で
二
年
以
後
で
あ
る
の
で
、
現
在
専
門
の
各
皐
の
教
授
は
、
数
え
る
べ
き
皐
生
が
な
い
の
と
同

@
 

じ
で
あ
る
の
で
、
暫
く
は
編
詩
書
局
の
詩
書
の
用
に
充
て
る
。

と
あ
り
、
主
に
な
る
べ
く
中
園
人
で
欧
米
の
事
に
通
じ
て
い
る
人
を
教
官
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
は
人
物
本
位
で
官
位
を
問
わ
な

い
こ
と
、
採
用
に
つ
い
て
は
、
組
数
習
が
責
任
を
持
ち
大
拳
堂
の
運
営
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
畢
生
に
つ
い
て
は
、
章
程
第
三
章
、
準
生
入
拳
例
に
よ
れ
ば
、

233 

第
一
節

入
皐
生
は
分
け
て
二
種
類
と
す
る
。
第
一
項
、
議
旨
に
列
す
る
所
の
翰
林
院
編
検
、
各
部
司
員
、
大
門
侍
街
、
候
補
候
選
道
府
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州
鯨
以
上
と
大
員
の
子
弟
、
八
旗
世
職
や
各
省
武
職
の
子
孫
で
入
摩
し
て
接
習
し
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

~⑬ 第
υ 一

項

各
省
の
中
皐
堂
の
皐
業
を
終
え

卒
業
誼
明
書
が
あ
り

は
か
つ
て
迭
ら
れ
て
来
て
北
京
で
同
学
習
し
た
い
と
願
う
者
で
あ

と
あ
り
、
大
官
の
子
弟
と
中
皐
堂
卒
業
者
の
二
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
二
節
で
は

第

節

皐
生
は
二
種
類
に
分
け
る
。
各
種
の
普
通
皐
を
治
め
、
す
で
に
卒
業
し
た
者
は
、
頭
班
と
す
る
。
現
に
普
通
皐
を
治
め
て
い
る

者
は
第
二
班
と
す
る
。
第

一
項
、
筆
生
で
試
験
を
受
け
て
入
製
し
た
者
は
始
め
は
、
皆
二
班
と
な
し
、
し
ば
ら
く
し
て
あ
げ
る
。
第
二

項
、
準
生
で
は
か
つ
て
迭
ら
れ
大
皐
に
来
た
者
は
ま
ず
、
同
学
長
に
よ
る
試
験
で、

も
し
普
通
皐
を
治
め
て
卒
業
し
た
者
と
同
じ
な
ら
頭

@
 

班
と
す
る
。
も
し
ま
だ
卒
業
し
て
い
な
い
者
は
、
二
班
と
し
補
足
を
ま
っ
て
上
級
に
あ
げ
る
。

と
あ
り
、
筆
生
は
普
通
課
程
と
専
門
課
程
の
二
つ
に
分
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一 72ー

第
三
節
で
は
、
議
旨
の
本
旨
は
、
誰
で
も
入
皐
を
志
願
す
る
者
に
入
撃
を
許
可
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
が
、
悪
い
習
慣
に
お
か
さ
れ
敬
語
で

き
な
い
者
や
資
質
が
劣
下
で
成
業
の
む
ず
か
し
い
者
も
い
る
の
で
、
入
事
志
願
者
は
名
前
を
述
べ
さ
せ
て
ま
ず
附
課
生
と
し
、

教
習
、
提
調
等
が
そ
の
人
の
品
資
質
を
し
ら
ベ
入
準
を
許
可
す
る
と
お
お
よ
そ
述
べ
ら
れ
て
い
い

一
ヶ
月
以
後
組

第
四
節
に
は
、
皐
生
の
定
員
が
出
て
お
り
、

し
ば
ら
く
は
五
百
人
を
定
員
と
し
、
第
一
項
は
三
百
人
で
あ
り
、
第
二
項
は
二
百
人
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
は
、
準
堂
に
住
ん
だ
り
、
手
嘗
を
支
給
さ
れ
な
い

し
は
ら
く
は
外
課
生
と
し
て
飲
員
が
出
来
次
第
そ
れ
を
補
う
が
、

@
 

と
あ
ら
ま
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
上
は
、

第
五
節
で
は
、
同
文
館
の
例
に
よ

っ
て
、
五
百
人
の
同
学
生
を
六
級
に
分
け
、
成
績
の
優
劣
に
よ
っ
て
手
首
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
が
知

@
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ら
れ
る
。
そ
れ
を
表
に
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

等
次

額
数

毎
月
手
嘗



第
一
級

第
二
級

第
三
級

第
四
級

第
五
級

第
六
級

第
六
節
で
は
、

三
十
人

五
十
人

六
十
人

一
百
人

一
百
人

百
六
十
人

二
十
雨

十
六
雨

十
雨

八
雨

六
雨

四
雨

成
績
の
優
秀
で
あ
っ
た
も
の
も
皐
科
の
成
績
が
落
ち
れ
ば
級
を
降
し
、

え
、
準
則
を
犯
し
た
者
で
軽
い
者
は
、
級
を
降
し
、
重
い
者
は
退
撃
さ
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
り

優
秀
な
者
と
代

第
七
節
に
は

皐
生
の
昇
級
な
ど
は
慎
重
に
し

コ
ニ
級
ま
で
の
筆
生
で
高
才
な
者
を
選
ん
で
師
範
生
と
な
し
、
専
ら
数
授
法
を
講
求
さ
せ
、
格
来
分
け
て
各
省
の
皐
堂
に
行
か
せ
教
習
の

@
 

用
に
充
て
る
」

- 73ー

と
あ
り
、
成
績
の
優
秀
な
者
を
各
省
の
皐
堂
の
教
習
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
八
節
に
は
、

「
西
洋
の
師
範
翠
校
生
の
例
で
は
数
授
法
を
皐
科
目
と
す
る
。
だ
か
ら
師
範
翠
校
ご
と
に
小
皐
校
が
並
設
さ
れ
、
師
範
拳
校
の
皐
生
が
小

何
学
校
の
生
徒
を
数
え
る
こ
と
を
命
ず
る
。
論
旨
を
鐸
け
は
、
大
員
の
子
弟
、

年
に
限
り
、
十
六
才
以
下
、

小
皐
生
と
し
、

八
旗
世
職
等
で
来
開
円
干
し
て
く
る
者
は
、

別
に
大
皐
の
中
に
小
皐
校
を
立
て、

ま
だ
指
導
せ
ず
、

t工

賃

暴
雨
得
の
遁
を
管十
一一
L @矛

以
上
の
者
t土

明

師
範
生
を
使
っ
て
賓
験
す
れ
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と
あ
り
、
師
範
生
を
教
生
と
す
る
こ
と
、
京
師
大
息子堂
に
小
間
母
校
を
併
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
、
北
京
大
挙
堂
の
組
織
、
構
成
員
と
し
て
の
数
官
、
事
務
官
、
皐
生
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
以
下
衣
節
に
お
い
て
は
、
京
師
大
開
学
堂
の
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意
義
に
つ

い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。

四

京
師
大
開
学
堂
の
意
義

京
師
大
皐
堂
は
、
中
園
最
初
の
洋
風
総
合
大
事
で
あ
り
、

全
国
の
翠
校
を
統
率
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
か
ら
も
よ
く
仰
が
れ
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
り
、
人
材
養
成
が
意
因
さ
れ
た
。

京
師
大
翠
堂
は
戊
成
政
饗
後
も
残
さ
れ
、
義
和
圏
の
時
、

一
時
中
断
さ
れ
た
が、

今
、
卒
業
生
の
進
路
を
通
し
て
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

そ
れ
以
後
現
在
ま
で
存
績
し
て
レ
る
。

章
程
第
四
章
、
感
成
出
身
例
に
よ
れ
ば
、
第

一
節
で
は
、
京
師
大
島
堂
の
出
身
者
に
、
国
家
試
験
の
遁
を
閉
ざ
し
て
し
ま
え
ば
、
開
学
業
を
移

え
て
も
用
い
る
所
が
な
い
の
で
、
高
才
の
人
は
大
泉
に
行
き
た
が
ら
な
く
な
る
。
現
在
こ
の
盛
翠
を
創
め
た
の
だ
か
ら
、

つ
と
め
て
従
来
の
悪

- 74ー

い
貼
を
直
し
て
摩
校
を
出
た
も
の
を
官
吏
に
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
京
師
大
暴
堂
は
す
で
に
出
来
、

各
省
も
叉
こ
れ
を
縫
績
し
て
行
こ

う
と
し
て
い
る
の
で
、
科
摩
を
か
え
て
、
大
事
堂
の
出
身
者
の
官
吏
に
な
る
遁
を
造
り
、
人
才
を
勘
ま
し
、
風
気
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
と
お
お

@
 

よ
そ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
節
で
は

第

節

本
年
正
月
七
日
、
上
識
が
あ
り
、
各
省
皐
堂
に
、
経
済
科
摩
人
、
経
済
科
貢
士
の
名
稿
が
あ
る
。
今
各
省
に
上
は
省
舎
か
ら
下

は
府
州
腕
に
及
ぶ
ま
で
、

一
年
内
に
皐
堂
を
設
立
し、

府
州
鯨
は
小
皐
と
い
い
、
省
舎
で
は
こ
れ
を
中
皐
堂
と
い
い
、
京
師
は
大
皐
堂

と
い
う
。
小
型
校
を
卒
業
し
、
卒
業
誼
明
書
を
持
っ
て
い
る
者
は
翠
人
と
し
、
大
皐
に
昇
ら
せ
る
。
大
壊
を
卒
業
し
て
卒
業
誼
明
書
の

あ
る
者
は
、
準
士
と
し
て
引
見
し
て
官
を
授
く
。
す
で
に
事
人
を
得
て
い
る
者
は
、
各
慮
の
皐
堂
の
数
習
の
職
に
充
て
る
。
す
で
に
準

土
を
得
て
い
る
者
は
、
そ
の
専
門
で
各
々
が
長
じ
て
い
る
事
で
仕
事
を
授
け
、
新
政
を
た
す
け
さ
せ
る
。

こ
れ
は
採
用
す
る
こ
と
が

い

@
 

よ
い
よ
康
く
な
り
、
こ
の
制
度
の
成
就
の
盆
が
多
く
な
る
た
め
で
あ
る
。



と
あ
り
、
皐
校
卒
業
者
特
に
大
皐
堂
出
身
者
を
準
土
と
し
そ
の
就
職
を
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
三
節
で
は
、

卒
業
後
こ
れ
を
如
何
に
破
格
採
用
す
る
か
は
、

る
。
各
省
の
中
拳
堂
生
で
す
で
に
奉
人
の
者
は
、
そ
の
卒
業
後
大
撃
に
入
れ
る
時
準
土
と
な
す
べ
き
で
あ
り
、
大
同
学
中
で
す
で
に
職
を

@
 

授
く
べ
き
者
達
と
同
じ
に
し
て
待
た
せ
る
。

と
あ
り
、
卒
業
者
の
就
職
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
三
節

京
師
大
暴
堂
に
は
す
で
に
職
を
授
け
る
べ
き
人
員
が
多
く
あ
り
、

車
裁
に
よ

第
四
節
で
は
、

大
暴
堂
中
の
卒
業
生
で
高
才
の
者
に
は
、
ま
ず
清
貴
の
職
を
授
け
、
欧
米
各
園
に
数
年
遊
皐
さ
せ
、
経
歴
に
役
立
た
せ
、
遊
皐

の
大
成
を
期
し
、
野
っ
て
か
ら
は
す
ぐ
に
採
用
し
て
、
時
代
の
簸
難
を
す
く
い
、
後
進
に
勧
め
さ
せ
句
。

と
あ
り
、
成
績
の
優
秀
な
卒
業
生
を
海
外
に
遊
皐
さ
せ
、
有
用
の
人
材
と
な
し
、
困
難
に
嘗
ら
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
四
節

第
五
節
で
は
、
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か
つ
て
畢
生
で
あ
り
、
す
で
に
卒
業
し
て
数
官
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
こ
れ
を
奨
動
す
る
。
今
考
え
て
、
京
師
大
泉
堂
の
分
散

習
か
ら
各
省
の
線
数
習
に
及
ぶ
各
数
官
で
、
員
心
か
ら
数
育
し
、
そ
の
数
果
が
著
し
く
、
そ
の
詮
明
を
持
っ
て
い
る
者
は
、
皆
三
年
に

一
度
推
薦
し
て
元
来
生
監
で
あ
っ
た
者
に
は
、
賞
し
て
翠
人
を
輿
え
、
元
来
奉
人
で
あ
っ
た
者
に
は
、
賞
し
て
準
士
を
輿
え
引
見
し
て

@
 

職
を
授
く
。
元
来
職
の
あ
る
者
は
、
異
常
の
第
績
の
保
拳
の
例
に
従
っ
て
、
心
か
ら
善
を
誘
う
者
を
勧
め
る
。

と
あ
り
、
卒
業
生
で
敬
習
と
な
っ
て
い
る
者
で
員
剣
に
授
業
を
し
、
そ
の
殺
果
の
著
し
い
者
を
賞
し
て
一
階
級
ず
つ
あ
げ
る
こ
と
が
知
ら
れ

第
五
節

る
す
な
わ
ち
、
以
上
の
考
察
か
ら
園
家
が
京
師
大
皐
堂
の
卒
業
生
を
如
何
に
重
要
視
し
て
い
た
か
が
わ
か
り
、

ま
た
園
家
有
用
の
人
材
と
し
て
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彼
ら
を
重
用
し
、
園
家
の
難
難
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
そ
の
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
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ま
た
戊
成
嬰
法
の
運
動
は
ほ
と
ん
ど
戊
成
政
鑓
に
よ

っ
て
弾
座
さ
れ
た
が
、
北
京
大
泉
は
弾
座
さ
れ
る
こ
と
な
く
義
和
国
の
時、

さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
後
は
現
在
ま
で
存
鎖
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
そ
の
意
義
と
重
要
性
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
時
中
断

お

わ

り

最
後
に
、
今
ま
で
の
各
節
の
考
察
の
ま
と
め
と
今
後
の
展
望
を
し
て
置
く
。

第
一
節
に
お
い
て
は
、

ま
ず
京
師
大
皐
堂
の
創
設
の
経
過
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

大
皐
堂
は

在
来
の
園
子
監
の
制
度
や
書
院
、

さ
ら
に

は
、
同
文
館
を
継
承
設
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
直
接
的
に
は
、
強
暴
舎
の
後
身
の
官
書
局
を
機
充
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
孫

家
楠
が
管
準
大
臣
と
な
り
、

W
-
A
・

p
-
マ
l
テ
ィ
ン
が
総
数
習
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
意
園
は
、
章
程
に
よ
れ
ば
、
各
省

を
統
轄
し
、
世
界
か
ら
よ
く
仰
が
れ
る
も
の
と
な
り
、
人
材
を
養
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
設
立
年
代
は
、

は
北
京
で
あ
っ
た
。

一
八
九
八
年
で
あ
り
、
設
立
場
所
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第
二
節
で
は
、

ま
ず
京
師
大
皐
堂
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
皐
科
目
と
し
て
は
、
普
通
壊
と
呼
ば
れ
る
数
養
科
目
が
十
、
外
園
語

が
五
、
専
門
科
目
が
十
、
計
二
十
五
科
目
開
講
さ
れ
、

閉山
平
生
は
、
普
通
課
程
を
移
っ
て
か
ら
専
門
課
程
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

履
習
規
定
と
し
て
は
、
毎
日
十
時
間
翠
習
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
考
査
の
方
法
、
讃
書
、

ノ
ー
ト
の
抜
き
書
き
の
提
出
な
ど
が
決
め
ら

れ
て
い
る
。
附
属
施
設
と
し
て
は
、
園
書
館
、
博
物
館
、
官
書
局
、
詳
書
局
、
小
皐
堂
、
建
築
拳
堂
、

富
皐
堂
等
が
あ
っ
た
。

経
費
と
し
て
は
、
開
設
費
用
が
三
十
五
蔦
雨
計
上
さ
れ
て
お
り
、
主
に
皐
校
、
闘
書
館
建
設
費
、
書
籍
儀
器
購
入
費
、
外
人
数
師
放
費
に
あ

て
ら
れ
た
。
ま
た
年
間
の
経
常
費
と
し
て
は
、
十
八
蔦
除
南
が
計
上
さ
れ
、
数
職
員
、
製
生
、
雑
用
に
あ
て
ら
れ
た
。

第
三
節
で
は
、

ま
ず
、
数
官
、
事
務
官
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
教
官
、
事
務
官
等
の
構
成
に
つ
い
て
は
、

教
官
四
十
一
名
(
う
ち
中
園
人
二
十

二
名
)
事
務
官
四
十
一
名
の
計
八
十
二
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
教
官
に
遁
賞
す
る
者
と
し
て
は

な
る
べ
く
中
園
人
で
欧
米
の

事
に
通
じ
て
い
る
者
で
人
物
本
位
に
し
、
官
位
を
間
わ
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
採
用
に
つ
い
て
は
、
総
数
習
が
責
任
を
持
ち
大
泉
堂
の
運
営



入
同
学
生
の
主
な
種
類
に
つ
い
て
は
、
大
官
の
子
弟
と
中
摩
堂
卒

業
生
の
二
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
、
入
皐
し
て
か
ら
は
、
普
通
課
程
と
専
門
課
程
の
二
種
類
に
分
か
れ
、
定
員
は
五
百
名
で
あ
り
、
成
績
順
に
六

等
級
に
分
け
そ
れ
に
よ
り
、
手
首
金
に
差
を
つ
け
て
支
給
し
、
成
績
の
悪
い
者
は
級
を
降
し
、
準
則
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
軽
い
者
は
級

を
降
し
、
重
い
者
は
退
問
円
干
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
優
秀
な
皐
生
は
、
各
省
の
教
習
に
採
用
し
、
皐
生
は
併
設
の
小
皐
校
の
教
生
を

が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
よ
う
に
し
て
い
る
。
つ
い
で
皐
生
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

第
四
節
で
は
、
大
暴
堂
出
身
者
の
進
路
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
京
師
大
皐
堂
の
意
義
を
考
察
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
園
家
は
、
京

師
大
皐
堂
の
卒
業
者
を
官
吏
に
任
用
す
る
道
を
聞
き
、
準
土
と
し
、
成
績
の
優
秀
な
者
を
海
外
に
遊
皐
さ
せ
、
有
用
の
人
材
と
な
し
、
困
難
に

嘗
ら
せ
、
卒
業
生
で
教
習
に
な
り
、
数
果
を
上
げ
て
い
る
者
は
、
一
階
級
ず
つ
、
格
上
げ
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
以
上
か
ら
園
家
が
京
師
大
築

堂
の
出
身
者
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
、
圏
難
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

@
 

最
後
に
そ
の
後
の
展
重
で
あ
る
が
、
貫
際
に
京
師
大
皐
堂
が
開
四
月
干
さ
れ
る
の
は

一
九

O
六
年
(
光
緒
三
十
二
年
〉
で
あ
り
、

@
 

緒
二
十
八
年
)
に
は
新
聞
挙
制
で
あ
る
「
欽
定
皐
堂
章
程
」
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
「
京
師
大
皐
堂
章
程
」
が
入
れ
ら
れ
た
。

@
 

「奏四
月
干
堂
章
程
」
が
公
布
さ
れ
、

築
部
に
蛍
る
分
科
大島ナ
と
大
準
院
に
嘗
る
通
儒
院
が
設
置
さ
れ
た
。

九

O
二
年
(
光

つ
い
で
一
九

O
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三
年
(
光
緒
二
十
九
年
)

一
九
一
二
年
(
民
図
元
年
)
に
は
大
皐
制
度
が
定
め
ら
れ
、
京
師
大
拳
堂
は
、
北
京
大
壁
と
な
り
、
大
皐
珠
科
会
一
年
)
、
分
科
大
接

合一年〉、

@
 

大
拳
院
に
分
け
ら
れ
た
。
な
お
分
科
に
は
、
文
、
理
、
法
、
商
、
醤
、
農
、
工
の
七
皐
部
が
お
か
れ
た
。

こ
れ
以
後
、
北
京
大
皐
は
、
五
四
運
動
の
時
、
そ
の
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
寅
で
あ
り
、
中
華
人
民
共
和
園
成
立
後
、
五

十
二
年
に
は
大
皐
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、
文
化
大
革
命
の
時
に
は
、
校
長
陸
卒
等
が
批
判
さ
れ
る
な
ど
、
時
代
の
繁
遷
の
度
ご
と
に
、
そ
の
有

り
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
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註①
多
賀
秋
五
郎
『
中
園
教
育
史
』
岩
崎
蓄
広
、
一
九
五
五
年

小
野
川
秀
美
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』
東
洋
史
研
究
曾
、
一
九
六

O
年、

み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年

多
賀
秋
五
郎
編
『
ア
ジ
ア
近
世
教
育
史
研
究
』
文
理
書
院
、

一
九
六
六
年

陳
前
回
天
『
近
代
中
菌
数
育
史
』
肇
海
中
華
書
局
、
一
九
六
六
年

斉
藤
秋
男

『
中
園
現
代
教
育
史
|
中
園
革
命
の
教
育
構
造
|』

田
畑
書

脂
、
一
九
七
三
年

世
界
教
育
史
研
究
曾
編

『中
園
教
育
史
(
世
界
教
育
史
大
系

4
)
』
講
談

一祉
、

一
九
七
五
年

大
久
保
英
子

『
明
清
時
代
書
院
の
研
究
』
図
書
刊
行
曾
、
一
九
七
五
年

中
村
哲
失

「
科
穆
値
制
の
脳
級
」
(
『
講
座
中
園
近
現
代
史

3

辛
亥
革

命
』
所
枚
、
東
大
出
版
曾
、
一
九
七
八
年
〉

拙
者

『戊
氏
唆
法
運
動
史
研
究
』
上
、
四
園
翠
院
大
町
伊
東
洋
史
研
究
室
、

一
九
七
八
年

拙
稿
「
中
閣
の
近
代
化
と
W
・
A
・
p
-
マ
l
テ
ィ
ン
」
キ
リ
ス
ト
教
史

聞
学
第
三
十
二
集
、
一
九
七
八
年

②

毛
保
之
編

『
後
法
自
強
奏
議
設
編
』
谷

一
O
、
一

O
頁
、
上
海
書
局
、

一
九

O
一年。

③
中
園
史
撃
曾
主
編

『戊
戊
唆
法
』
口
、
三
凹
頁
、
上
海
人
民
出
版
位
、

一
九
五
七
年。

④
『
幾
法
自
強
奏
議
会
編
』
谷
一

O
、
八
頁
。

⑤

同
前
、
九
頁
。

⑥

当
・
〉
・
句
・
玄

2
5・
吋
宮

、
山
霊
忌

sh
。¥
n
F
2
3
2
2
J
ヘ。『r・

H
由。∞・唱・
N
H
0
・

『
戊
氏
鑓
法
』
口
、
五
一
頁
。

⑦

『
中
園
教
育
史
(
世
界
教
育
史
大
系
4
)
』
五
二
頁
。

@
林
繁
知
編
『
中
東
載
紀
本
末
』
容
八
、
四
六
|
四
八
頁
、
上
海
鹿
島
T

舎
、
一
八
九
六
年
『
戊
氏
唆
法
』
個
、
三
八
七
頁
拙
著
、
八
四
頁
。

⑤

「
詩
推
街
皐
校
摺
」
光
絡
二
十
二
年
五
月
初
二
日
李
端
本旅

(『戊
氏

出決法
』
口、

二
九
三
頁)。

⑮
「
総
理
街
門
議
桜
李
端
義
務
賢
察
校
摺
」
(
『
光
絡
乙
未
後
奏
議
輯
覚
』

各
三
、
光
緒
二
十
二
年
七
月
十
三
日
)
。

⑪

『
戊
成
縦
覧法
』
口
、
四
二
五
頁
。

⑫
同
前
、
四
二
六
|
四
二
八
頁
。

⑬

同

前

、

一
七
頁
。

⑬

同

前

、
二
六
頁
。

⑬
同
前
、
二
八
頁
。

⑬
同
前
、
二
九
頁
朱
寄
朋
編
『
光
絡
朝
東
牽
録
』
胸
、
光
絡
二
十
四
年、

九
二
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
五
八
年
。

⑫
『
戊
氏
幾
法
』
口
、
四

一一

頁。

⑬

当

・〉
-
P
F
A
R
E
-
。
司
-
n
F
N
H
0
・

⑫

『戊
戊
出
現
法
』
口
、
五
一
頁
。

③

『戊
氏
嬰
法
』
伺
、
四
八
六
|
四
八
七
頁
。

@
『
戊
氏
出
現
法
』

口
、
二
八
頁。

②
同
前
。

②
『
光
絡
東
筆
鍛
』
胸
、
光
絡
二
十
四
年
、
九
三
頁。

@
『
戊
氏
幾
法
』
伺
、
四
八
九
|
四
九
O
頁。

②
同
前
、
四
九

O
頁。
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⑧
同
前
。

@
同
前
。

③
同
前
、
四
九

O
l四
九
一
頁
。

③
同
前
、
四
八
八
頁
。

③
同
前
。

③
『
戊
氏
繁
法
』
口
、
二
八
頁
。

@
『
製
法
自
強
奏
議
会
編
』
倉
一

O
、
九
頁
。

@
同
前
、
一
一
一
貝
。

⑧
園
家
槍
案
局
明
清
機
案
館
編
『
戊
戊
幾
法
楢
案
史
料
』
二
八
六
頁
、
中

華
書
局
、
一
九
五
八
年。

③
『
戊
成
後
法
』
口
、
二
八
頁
、
越
磁
巽
他
『
清
史
稿
』
三
三
八
頁
、
上

海
聯
合
書
局
、
一
九
四
二
年
。

⑧
『
戊
戊
療
法
』
回
、
四
一
一
頁
。

@
同
前
、
四
二
九
頁
。

③
『
嬰
法
自
強
奏
議
索
編
』
省
一

O
、
二
頁
。

@
同
前
一

O
頁。

@
同
前
、
一

oー
一
一
頁
。

@

こ
れ
以
後
(
)
内
の
官
職
は
筆
者
の
私
欝
で
あ
る
。

@
『
出
現
法
自
強
奏
議
会
編
』
省
一

O
、一

O
頁。

@

同

前
、
九
|
一

O
頁。

@
同
前
、
八
頁
。

@
@
同
前
。
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@
同
前
。

⑬
同
前
。

@

同
前
。

@
同
前
。

@
同
前
。

@

同
前
、
八
|
九
頁
。

@

同

前

、
九
頁
。

@
同
前
。

⑧
同
前
。

⑧

同
前
。

@

同
前
。

@

『
中
園
教
育
史
(
世
界
教
育
史
大
系
4
〉
』
五
二
頁
。

@
『
中
園
教
育
史
』

一
一
一
六
頁
。

@
同
前
、
二
一
八
頁
。

@
『
中
園
教
育
史
(
世
界
教
育
史
大
系
4
)
』
五
二
一
貝
、
阿
部
宗
光
「
北

京
大
事
」
(
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
8
』
二
二
八
頁
所
段
、
卒
凡
社
、
一
九

六
八
年
〉
。
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附
記
本
小
論
は
、
一
九
七
八
年
七
月
九
日
の
香
川
歴
史
事
曾
に
お
け
る

講
演
「
近
代
中
園
に
お
け
る
改
革
運
動
の
展
開
|
特
に
北
京
大
皐
の
開

設
を
め
ぐ
っ
て
|
」
の
一
部
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。



The Reform Movement and the National University 京師大學堂

Fｕkaｚａｖｕａ Ｈｉｄｅ'ｏ

　　　

The National University was the successor of the Imperial University,

the Academies, and the Institute of Languages, and directly incorporated

the official Library of the Peking Society for Education.　Sun Chia-nai 孫

家m was appointed President and W. A. P. Martin Director of Studies.

Its purpose, according to the Statutes, was to direct Universities in each

province, achieve world-wide respect and produce men of ability. It was

founded in 1898 in Peking, but actual instruction did not begin until 1906。

　　　

The actual course of instruction comprised thirty subjects, of which

ten were called "ordinary subjects,”丘ve were foreign languages, and fif-

teen were “ special subjectsグStudents progressed to the　special　subjects

after completing the ordinary curriculum. Instruction went on ten hours

daily, with provision made for ｅχaminations. Auχiliary facilitiesincluded

a Library, ａ Museum, and associated elementary schools｡

　　　

The budget included 350, 000 taels for construction, funds for additional

building, and 1800,000 taels yearly for operation, including salaries for

instructors and scholarships for students｡

　　　

The staff comprised 41 professors, 0f whom 22 were Chinese, and 41

administrators, total 82. Professors were to be selected for their knowledge

of American　and　European　affairs, this being the responsibility of the

Director｡

　　　

Entering students were divided into two classes : Sons of high officials,

and graduates of middle schools. The total　enrollment　was　set　at 500，

divided into six levels on the basis of academic achievement｡

　　　

The purpose of the National University was to develop　men to cope

with national emergencies, men of whom much was expected. Thus, the

avenues of officiallife were open to its graduates, of whom the best were

sent abroad for study.
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